
○
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
納
付
金
単
価
を
定
め
る
告
示 

（
平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
百
四
十
二
号
） 

最
終
改
正 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
八
号 

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気

事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
納
付
金
単
価
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
納
付
金
単
価
を
定
め
る
告
示 

１ 

平
成
二
十
四
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
二
二
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

２ 

平
成
二
十
五
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
三
五
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

３ 

平
成
二
十
六
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
七
五
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

４ 

平
成
二
十
七
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
・
五
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

５ 

平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
・
二
五
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

６ 

平
成
二
十
九
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
・
六
四
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

７ 

平
成
三
十
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
・
九
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

８ 

平
成
三
十
一
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
・
九
五
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

９ 

令
和
二
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
・
九
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

10 

令
和
三
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
三
・
三
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

11 

令
和
四
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
三
・
四
五
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

12 

令
和
五
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
・
四
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 



13 

令
和
六
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
三
・
四
九
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

14 
令
和
七
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
三
・
九
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

15 

令
和
八
年
度
に
係
る
納
付
金
単
価 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
四
・
一
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
） 

 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
五
号
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
八
十
一
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
の
定
例
の
検
針
等
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
年
五
月
の
定
例
の
検
針
等
が
行
わ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
（
毎

月
一
日
に
検
針
等
を
行
う
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
）
に
電
気
事
業
者
が
電
気
の

使
用
者
に
供
給
し
た
電
気
に
係
る
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
納
付
金
の
額
の
算
定

か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
五
年
三
月
の
定
例
の
検
針
等
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
年
四
月
の
定
例
の
検
針
等
が
行
わ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
（
毎
月
一
日
に
検
針
等
を
行
う

契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
）
に
電
気
事
業
者
が
電
気
の
使
用
者
に
供
給
し
た
電
気
に

係
る
同
項
に
基
づ
く
納
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
七
号
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
六
号
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
百
十
号
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 



 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
五
号
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 
則
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
五
号
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
七
十
七
号
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
七
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
六
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
七
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
四
号
） 

こ
の
告
示
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
九
号
） 

こ
の
告
示
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
一
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
八
号
） 



こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


